
 

口腔機能発達不全症について 

 

「食べる機能」、「話す機能」、または

「呼吸する機能」が十分に発達して

いないか、正常（定型的）に機能獲

得ができていない状態で、明らかな

摂食機能障害の原因疾患を有さず、

定型発達において個人因子あるいは

環境因子に専門的な関与が必要な状

態。（咀嚼や嚥下が上手くできない、

構音の異常、口呼吸などが認められ

る。あまり自覚症状がない場合が多

い。） 

最近特にこのような症状があるお子

さんが増えています。この治療はと

ても難しく家族の協力を必要としま

す。 

 

判定基準 

右の表において C-1～C-12 のうち２

つ以上に該当するものを「口腔機能

発達不全症」と診断する。なお、1

つは C-1～C-6 を必須とする。 

 

 

本康歯科ニュース 

「世界中のどの歯医者に行くよりも、この歯医者に来て良かった！！」と思ってもらえる歯科医院めざして！ 




